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は
じ
め
に
―
問
題
提
起
に
か
え
―

京
都
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
に
よ
り
一
九
九
八
年
度
か
ら
正
式
に
着
手
さ

れ
た
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
調
査
は
、
境
内
の
庁
屋
（
重
文
（
を
作
業
の
場
と
し
て
進

め
ら
れ
た
。
調
査
に
は
多
く
の
大
学
の
研
究
者
・
大
学
院
生
の
み
な
ら
ず
賀
茂
別
雷

神
社
（
以
下
、
賀
茂
社
と
略
す
（
の
元
氏
人
の
子
孫
の
方
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

参
加
さ
れ
る
大
き
な
調
査
団
と
な
っ
た
。
調
査
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
休
憩

時
間
に
元
氏
人
の
老
翁
は
、
庁
屋
の
南
庭
を
見
な
が
ら
私
に
向
か
い
「
こ
の
文
書
は

氏
人
の
も
の
で
す
」
と
、
毅
然
た
る
口
調
で
話
し
懸
け
ら
れ
た
こ
と
が
い
ま
だ
に
鮮

明
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
調
査
に
調
査
員
の
一
員
と
し
て
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ

た
も
の
の
賀
茂
社
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
く
老
翁
の
話
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
不
可
解
で
あ
っ
た
。
調
査
が
進
む
に
つ
れ
「
氏
人
惣
中
」
の
存
在
を
否
応

と
な
く
知
る
に
つ
れ
、
ま
た
残
さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
お
お
く
が
十
五
世
紀
後
期
か

ら
十
七
世
紀
前
期
の
も
の
で
、
就
中
十
六
世
紀
の
も
の
が
集
中
し
て
お
り
氏
人
衆
中

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が

し
か
し
、
賀
茂
社
所
蔵
文
書
を
調
査
し
て
い
る
こ
と
と
氏
の
言
葉
と
を
整
合
性
を

も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
調
査
が
終
了
し
て
も
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

賀
茂
社
は
、
文
明
八
年
（
一
四
七
六
（
の
一
社
騒
乱
に
よ
り
焼
亡
し
て
い
る
こ
と

か
ら
十
五
世
紀
中
期
以
前
の
古
文
書
は
ご
く
僅
か
し
か
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
を
前

提
に
、
今
改
め
て
『
賀
茂
別
雷
神
社
古
文
書
目
録
』（
以
下
、
目
録
と
略
す
（
を
閲

す
る
と
①
祭
祀
・
祭
事
関
係
に
関
す
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
、
②
賀
茂
行
幸
に
関
す

る
文
書
や
記
録
類
も
ほ
と
ん
ど
伝
来
し
て
い
な
い
。
③
武
家
文
書
の
写
が
多
い
こ

と
、
④
日
記
を
除
く
と
編
纂
物
な
ど
記
録
類
が
少
な
い
こ
と
、
⑤
近
世
文
書
が
少
な

い
な
ど
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
こ
と
は
古
文
書
が
保
管
・
管
理
さ
れ
て
い
た
場
所
な
ど
の
問
題
で
は
な
く
、

文
書
作
成
主
体
の
問
題
に
帰
す
る
も
の
で
、
賀
茂
社
の
内
部
組
織
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
る
。
賀
茂
社
で
は
十
三
世
紀
中
ご
ろ
よ
り
賀
茂
氏
人
惣
中

が
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
神
社
と
社
家
（
氏
人
（
の
関
係
は
対

等
・
従
属
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
氏
人
集
団
の
意
思
に
よ
り
神
社
運
営
が
な
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
諒
解
の
う
え
「
賀
茂
別
雷
神
社
古
文
書
」
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

賀
茂
社
の
運
営
に
関
わ
り
作
成
蓄
積
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
文
書
な
ど
は
神
社
に
保
管
さ

れ
る
こ
と
な
く
氏
人
惣
中
の
も
の
と
し
て
氏
人
た
ち
の
蔵
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
ひ
い
た
〈
老
翁
の
こ
と
ば
〉
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
老
翁
の
言
葉
は
今
あ
る
賀
茂
社
の
古
文
書
は
氏

人
（
社
家
（
の
も
の
で
神
社
の
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
所
有
権
云
々
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
訳
で
な
い
こ
と
は
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て

お
く
。
京
都
・
奈
良
で
は
古
代
・
中
世
文
書
を
多
く
所
蔵
す
る
寺
院
・
神
社
が
あ
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
明
治
維
新
を
経
て
維
新
政
府
か
ら
解
職
さ
れ
、
氏
人
た
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ち
が
数
世
紀
に
わ
た
り
作
成
し
て
き
た
古
文
書
類
は
神
社
所
蔵
へ
と
所
有
権
が
移
っ

て
以
降
、
す
で
に
一
世
紀
余
と
な
る
が
、
な
お
現
存
す
る
古
文
書
に
対
し
元
の
坊
官

や
社
家
の
方
が
右
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
数
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
文
書
の
作
成
主
体
と
後
世
へ
伝
え
て
い
く
保
存
管
理
主
体
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
の
伝
来
を
考
え
て
行
く
う
え
で
重
要
な
位

置
を
し
め
る
と
考
え
ら
れ
る
大
手
鑑
と
巻
子
本
が
何
故
、
い
つ
頃
作
成
さ
れ
た
の
か

を
中
心
に
検
討
し
、
賀
茂
社
文
書
の
中
世
文
書
の
位
置
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
と
は

一
九
九
八
年
度
か
ら
着
手
さ
れ
た
賀
茂
社
の
古
文
書
調
査
は
二
〇
〇
四
年
度
に
終

了
し
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
賀
茂
別
雷
神
社
文

書
」
は
、
厳
密
に
は
幾
つ
か
の
性
格
の
違
う
文
書
群
の
集
合
体
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
賀
茂
社
の
神
社
と
し
て
の
組
織
に
つ
い
て
触
れ
て

お
か
ざ
る
を
得
な
（
1
（
い
。

賀
茂
社
文
書
を
考
え
て
行
く
う
え
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
賀
茂
惣
中
」
と

「
氏
人
惣
中
」
お
よ
び
「
社
司
家
」
の
三
つ
で
あ
る
。「
賀
茂
惣
中
」
は
、
賀
茂
別
雷

神
社
を
中
心
と
す
る
境
内
六
郷
・
社
家
町
を
ふ
く
め
地
理
的
要
素
の
う
え
に
成
り

た
っ
た
も
の
で
、
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
の
宛
名
「
賀
茂
惣
中
」
と
は
誰
に
宛
て
ら
れ
た

も
の
か
後
年
に
問
題
と
な
る
ほ
ど
に
実
態
曖
昧
模
糊
た
る
抽
象
的
な
意
味
合
い
を
も

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

「
氏
人
惣
中
」
と
は
、
賀
茂
社
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
碩
学
須
磨
千
頴
氏
に
よ

る
浩
瀚
な
研
究
が
あ
り
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
期
に
は
成
立
し
て
い
る

氏
人
た
ち
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
神
職
集
団
で
あ
る
。
十
七
世
紀
前
期
で
一
四
〇
家
と

い
う
幕
府
か
ら
宛
行
わ
れ
た
朱
印
地
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
な
い
大
き
な
神
職
集
団
と

な
り
、
こ
の
氏
人
惣
中
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
き
た
の
が
冒
頭
で
触
れ
た
賀
茂
社
の

古
文
書
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
点
目
の
「
社
司
家
」
と
は
、
賀
茂
別
雷
神
社
の
社

務
職
（
神
主
・
禰
宜
・
祝
（
を
独
占
し
た
家
で
、
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
（
十
二
月

十
九
日
、
第
五
代
神
主
に
補
さ
れ
た
成
助
の
子
か
ら
鳥
居
大
路
と
林
の
社
司
二
家
が

生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
（
九
月
、
第
二
十
二
代
神
主
に
補
さ

れ
た
能
久
が
後
鳥
羽
上
皇
の
信
寵
を
得
、
皇
子
（
後
鳥
羽
上
皇
第
八
皇
子
と
伝
え

る
（
を
も
ら
い
受
け
、
そ
の
皇
子
は
の
ち
に
氏
久
と
名
乗
り
、
弘
長
二
年
（
一
二
六

二
（
八
月
十
三
日
、
第
二
十
八
代
神
主
に
補
さ
れ
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
に
及
び
、
以

後
氏
久
の
流
れ
を
く
む
家
が
賀
茂
社
神
職
の
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た（（
（

。
鳥
居
大
路
・

林
二
家
を
措
き
皇
統
の
流
れ
を
く
む
氏
久
の
子
供
か
ら
社
司
家
の
主
流
と
な
る
松

下
・
森
家
が
生
ま
れ
た
。
以
後
、
十
七
世
紀
前
期
ま
で
賀
茂
社
社
司
家
と
し
て
こ
の

四
家
が
社
務
職
二
十
一
職
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
り
、
賀
茂
社
の
神
事
な
ど
に
奉
仕

す
る
多
く
の
氏
人
た
ち
と
軋
轢
を
生
じ
紛
擾
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
っ
た
。

賀
茂
社
の
文
書
は
、
賀
茂
惣
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
、
氏
人
惣
中
で
作
成
さ
れ
た

も
の
、
ほ
と
ん
ど
伝
来
し
て
い
な
い
社
司
家
の
も
の
と
大
き
く
三
分
類
で
き
る
。
量

的
に
は
わ
ず
か
だ
が
個
別
氏
人
家
で
作
成
さ
れ
た
日
記
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
そ
の

他
、
神
宮
寺
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
文
書
・
地
下
人
関
係
文
書
な
ど
も
賀
茂
社
の
文

書
と
し
て
総
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
ご
く
僅
か

な
が
ら
氏
人
家
の
文
書
が
数
件
賀
茂
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
賀
茂
社
の
社
司

家
に
伝
来
し
た
が
、
早
く
流
出
し
た
の
ち
、
神
主
を
勤
め
た
座
田
氏
が
入
手
し
、
一

九
六
三
年
、
座
田
家
よ
り
賀
茂
社
が
購
入
し
た
古
記
録
「
賀
茂
神
主
経
久
記
」（
六

冊
、
二
〇
〇
二
年
重
要
文
化
財
に
指
定
（
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

早
く
流
出
し
た
鳥
居
大
路
家
文
書
は
社
司
家
の
文
書
で
あ
り
、
現
在
、
京
都
国
立

博
物
館
・
早
稲
田
大
学
・
國
學
院
大
学
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
座
田
家
旧
蔵
蔵
書
は

個
々
の
社
家
な
ど
か
ら
の
蒐
集
資
料
で
あ
る
。
明
治
五
年
、
氏
人
た
ち
が
解
職
さ
れ

上
賀
茂
の
地
を
離
れ
る
と
き
処
分
な
り
散
佚
し
た
も
の
が
小
点
数
と
は
い
え
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
を
は
じ
め
と
し
国
立
国
会
図
書
館
・
國
學
院
大
學
図
書
館
・
早
稲
田

大
学
図
書
館
・
京
都
国
立
博
物
館
・
京
都
府
立
歴
彩
館
・
立
命
館
大
学
文
学
部
な
ど
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に
氏
人
家
の
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
氏
人
家
文
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た

も
の
と
し
て
岩
佐
家
・
馬
場
家
文
書
が
京
都
市
歴
史
資
料
館
へ
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
（
六
月
二
十
二
日
、
幕
府
裁
許
状
に
よ
り
賀
茂
社

は
中
世
以
来
の
氏
人
惣
中
を
基
軸
に
し
た
運
営
方
式
を
改
替
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
れ
ま
で
氏
人
惣
中
を
中
心
に
社
務
は
運
営
さ
れ
、
何
事
に
つ

け
寄
合
で
衆
議
を
決
め
置
文
や
起
請
文
を
作
成
し
て
い
た
が
、
五
世
紀
余
に
わ
た
り

社
務
を
独
占
し
て
き
た
社
司
家
四
家
に
対
し
近
世
取
り
立
て
の
社
司
家
（
正
保
三

年
、
富
野
・
梅
辻
、
寛
文
四
年
、
岡
本
（
が
参
入
す
る
こ
と
、
お
よ
び
畿
内
周
辺
地

域
の
村
方
に
お
い
て
惣
中
が
崩
壊
し
村
中
へ
と
転
換
す
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
ご
と

く
賀
茂
社
内
に
お
い
て
も
賀
茂
惣
中
が
消
え
ゆ
き
、
賀
茂
社
中
へ
の
転
換
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
た
め
数
世
紀
に
わ
た
り
氏
人
た
ち
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
き
た
置
文
は
激
減

し
、
氏
人
た
ち
の
申
し
あ
わ
せ
や
社
務
に
関
す
る
合
議
事
項
な
ど
は
社
務
日
記
に
ま

と
め
ら
れ
る
よ
う
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
る
。
ま
た
、
職
中
算
用
状
な
ど
も
状
か
ら

帳
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
漸
減
し
て
い
く
。
こ
の
理
由
は
、
職
中
算
用

状
は
氏
人
惣
中
の
月
例
収
支
決
算
書
で
あ
り
、
氏
人
惣
中
の
解
体
に
と
も
な
い
徐
々

に
な
く
な
る
が
、
氏
人
た
ち
の
活
動
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
か
ら
別
の
算
用
帳
の
よ
う

な
も
の
が
作
成
さ
れ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
明
治
維
新
期
に
神
社
へ
移
さ

れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二
〇
〇
六
年
三
月
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」

に
は
十
八
・
九
世
紀
の
も
の
は
少
な
い
。
逆
に
、
社
務
記
録
と
し
て
の
「
日
記
」
は

厖
大
に
残
さ
れ
た
が
、
個
別
に
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
文
書
の
残
り
方
は
非
常
に
悪

い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
氏
人
惣
中
で
作
成
さ
れ
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の

は
氏
人
た
ち
の
文
庫
で
保
存
さ
れ
て
き
た
が
、
寛
文
四
年
以
降
、
賀
茂
社
内
で
作
成

さ
れ
た
も
の
は
社
内
の
蔵
な
ど
で
保
管
さ
れ
た
の
だ
が
、
明
治
維
新
と
と
も
に
処
分

さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

一
般
的
に
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
と
い
え
ば
神
社
で
作
成
し
、
収
受
し
て
き
た

も
の
を
神
社
が
保
存
し
て
き
た
文
書
群
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
少
な
く
と
も
賀
茂
社

の
場
合
、
広
義
の
社
家
で
あ
る
氏
人
集
団
が
作
成
し
収
受
し
保
存
し
て
き
た
文
書
群

と
近
世
賀
茂
社
で
作
成
さ
れ
て
き
た
日
記
な
ど
の
記
録
類
お
よ
び
文
明
八
年
以
前
の

僅
か
だ
が
中
世
文
書
と
そ
の
他
の
も
の
を
総
称
し
て
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
と
称

し
て
い
る
。
文
明
八
年
以
前
の
文
書
の
保
管
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
あ
と
で
触
れ
る

よ
う
に
近
世
に
入
り
由
緒
復
元
や
相
論
の
証
拠
史
料
と
し
て
蒐
集
し
、
江
戸
へ
送
る

た
め
に
成
巻
さ
れ
た
よ
う
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
賀
茂
社
で
保
存
し
て
い
た
も
の
も

あ
れ
ば
社
司
家
や
氏
人
で
保
存
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（（
（

。
賀
茂
社

宛
・
賀
茂
惣
中
宛
・
賀
茂
社
中
宛
な
ど
の
宛
先
を
も
つ
文
書
の
受
取
人
は
誰
で
あ
っ

た
か
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
春
日
大
社
の
よ
う
に
神
社
文
書
と
別
当
寺
院
で
あ
る
興
福
寺
文
書
お
よ

び
春
日
大
社
の
常
住
神
殿
守
の
大
宮
家
文
書
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ
れ
、
し
か
も

江
戸
期
以
前
に
内
容
ご
と
に
成
巻
し
伝
来
し
て
き
た
文
書
群
と
は
性
格
を
異
に
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（（
（

。

二
　
大
手
鑑
の
作
成

「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
調
査
で
は
、
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
場
所
を
第
一
と

し
て
当
時
賀
茂
縣
主
同
族
会
所
有
で
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
た
収
蔵
庫
に
預
け
ら
れ

て
い
た
文
書
、
即
ち
大
手
鑑
・
巻
子
装
文
書
・
唐
櫃
文
書
・
絵
図
箱
を
「
Ⅰ
　
収
蔵

庫
」
と
し
て
調
査
し
目
録
化
し
て
い
る
。
た
だ
、
唐
櫃
文
書
は
な
か
に
桐
箱
一
・
朱

印
箱
一
・
絵
図
箱
一
・
掛
幅
装
一
、
そ
の
他
一
通
単
位
の
文
書
が
混
在
し
、
相
当
の

出
し
入
れ
が
あ
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
こ
の
唐
櫃
は
、
文
書
を
収
め
る
た
め
の
も
の
で

は
な
く
什
物
類
を
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
・
大
正
・

昭
和
の
官
の
通
達
や
祝
詞
が
多
く
、
恐
ら
く
昭
和
期
に
転
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
（
の
検
地
帳
を
収
め
た
桐
箱
の
な
か
に
延
宝
五
・
七
～
九
年



賀茂別雷神社文書伝来についての一考察（藤田）（ （（ ）

（
一
六
七
七
～
八
一
（
の
初
穂
料
寄
進
状
が
混
在
す
る
が
、
い
ず
れ
か
の
時
代
に

過
っ
て
詰
め
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る（（
（

。
古
文
書
調
査
に
際
し
現
状
最
優
先
の
考
え

方
も
あ
る
が
、
明
ら
か
な
過
誤
に
つ
い
て
は
現
状
を
記
録
し
た
う
え
で
原
状
に
も
ど

す
柔
軟
さ
は
必
要
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
の
な
か
で
賀
茂
社
に
と
っ
て
最
重
要
文

書
の
ひ
と
つ
が
「
大
手
鑑
」（
八
八
通
（
と
巻
子
二
十
五
巻
（
二
八
六
通
（
の
文
書

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
目
録
』
解
題
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
賀
茂
社
の
古
文
書
は
、
文
明
八
年
（
一
四
七
六
（
一
社
騒
乱
以
前
の
も
の
は
ほ

と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
江
戸
時
代
前
期
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
大

手
鑑
と
巻
子
本
二
十
五
巻
の
な
か
に
文
明
年
間
以
前
の
も
の
が
残
さ
れ
、
そ
れ
以
外

単
独
で
十
数
点
の
中
世
文
書
が
伝
来
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

大
手
鑑
と
巻
子
本
二
十
五
巻
の
な
か
で
文
明
八
年
以
前
の
も
の
は
、
寛
治
四
年

（
一
〇
九
〇
（
十
月
九
日
の
阿
波
三
好
郡
司
解
を
最
古
と
し
、
平
安
末
期
十
四
点
・

鎌
倉
期
二
十
四
点
・
室
町
期
（
文
明
八
年
ま
で
（
二
十
点
で
、
大
手
鑑
と
巻
子
本
二

十
五
巻
で
三
七
四
通
あ
る
な
か
で
五
十
八
通
で
あ
る
。
尤
も
、
巻
子
本
の
巻
十
九
は

延
宝
五
～
九
年
（
一
六
七
七
～
八
一
（
の
各
大
名
な
ど
か
ら
の
寄
進
状
五
十
一
通
で

成
巻
さ
れ
た
江
戸
前
期
の
文
書
で
あ
る
。

五
十
八
通
と
は
い
え
文
明
八
年
、
賀
茂
社
焼
亡
以
前
の
も
の
が
何
故
伝
来
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
賀
茂
社
伝
来
古
文
書
の
な
か
で
最
重
要
と
さ
れ
る
大
手
鑑
に
は
八
十
八

通
の
平
安
末
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
古
文
書
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
大
手
鑑
が
作
成

さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の
情
報
は
何
も
な
く
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
（
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
五
味
豊
直
判
物
が
一
番
新
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
十
七
世
紀
中
期
以
降

に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

さ
て
、
大
手
鑑
に
つ
い
て
先
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。『
目

録
』
解
題
の
な
か
で
大
山
喬
平
氏
が
触
れ
て
い
る
よ
う
に
損
傷
な
ど
も
あ
り
修
復
が

待
た
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
七
～
二
〇
二
〇
年
度
の
四
カ
年
を
か
け
修
復
が
な
さ

れ
、
折
帖
は
解
体
さ
れ
、
現
在
は
一
通
ご
と
「
二
つ
折
畳
紙
」
に
置
き
、「
紺
地
木

綿
四
方
帙
」
四
帙
に
収
め
ら
れ
、
桐
製
収
納
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
持
ち
運
び
に

不
便
な
大
手
鑑
だ
が
、
作
成
さ
れ
た
目
的
を
考
え
る
と
折
帖
の
大
手
鑑
（
原
状
（
を

解
体
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
称
の
大
手
鑑
を
使
用
す
る
の
は
違
和
感
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い（（
（

。

何
よ
り
も
木
箱
の
う
え
に
「
手
鑑
　
壱
帖
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
い
つ
か
ら
「
大

手
鑑
」
と
改
称
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
大
山
氏
も
触
れ
て
い
な
い

が
、
賀
茂
社
神
主
で
あ
っ
た
座
田
司
氏
氏
（
一
九
五
四
～
六
二
年
在
職
（
が
伝
来
の

古
文
書
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
宝
物
と
し
て
等
級
づ
け

を
し
、「
大
手
鑑
」
と
宝
物
台
帳
に
記
録
し
た
の
で
は
な
い
か
。

大
手
鑑
は
、
大
型
木
箱
（
縦
八
六
・
〇
㌢
、
横
六
六
・
八
㌢
、
高
二
一
・
〇
㌢
（

に
収
め
ら
れ
、
表
蓋
の
中
央
上
部
に
「
手
鑑
　
壱
帖
」
と
記
し
た
貼
紙
が
あ
り
、
さ

ら
に
中
箱
が
あ
り
、
そ
の
中
に
大
手
鑑
本
体
（
縦
四
六
・
五
㌢
、
横
六
六
・
八
㌢
（

が
詰
め
込
ま
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
大
手
鑑
の
仕
様
や
装
幀
お
よ
び
現
状
に
つ

い
て
は
大
山
喬
平
氏
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
委
細
は
そ
れ
に
譲
る
。

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
（
七
月
二
十
二
日
、「
於
聖
神
寺
手
鑑
ニ
注
文
共
押
し
、

大
方
出
来
申
候
、
保（岡
本
（矩へ
預
置
」
い
た
と
い
う
「
手
鑑
」
作
成
の
記
録
が
初
見
で
あ

る
。
た
だ
、「
手
鑑
」
作
成
目
的
や
内
容
に
つ
い
て
一
切
不
明
で
あ
る
（「
岡
本
保
胤

日
記
」
Ｊ
―
1（
、
以
下
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
引
用
の
場
合
、
目
録
番
号
の
み
と

す
る
（。
こ
の
時
の
「
手
鑑
」
と
「
大
手
鑑
」
が
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、「
大
手
鑑
」
自
体
、
府
教
委
の
古
文
書
調
査
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
長

い
あ
い
だ
に
幾
度
と
な
く
貼
り
替
え
ら
れ
た
形
跡
が
あ
り
当
初
の
姿
を
残
し
た
ま
ま

の
も
の
で
は
な
い
。

大
手
鑑
に
は
八
十
八
通
貼
ら
れ
て
い
る
。
巻
頭
に
元
暦
二
年
四
月
二
十
九
日
附
後

白
河
院
庁
牒
を
お
き
、
以
下
中
世
文
書
が
編
年
で
貼
ら
れ
、
二
十
九
点
目
の
板
倉
重

宗
黒
印
状
で
ひ
と
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
後
は
信
長
黒
印
状
・
秀
吉
朱
印
状
が
大
手
鑑
を
飾
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

六
十
点
目
に
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
（
二
月
七
日
附
後
白
河
院
庁
牒
、
七
十
五
点
目

に
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
（
十
一
月
十
二
日
附
散
位
藤
原
致
継
寄
進
状
案
、
八
十
一

点
目
に
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
（
十
一
月
二
十
三
日
附
六
波
羅
下
知
状
を
貼
る
な
ど

混
乱
を
き
た
し
て
い
る
。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
手
鑑
完
成
後
、
新
た
に
社
内
な
ど

か
ら
見
い
だ
し
た
中
世
文
書
を
貼
り
替
え
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
大
手
鑑
の
中

世
文
書
は
十
七
通
に
過
ぎ
ず
（
約
二
〇
㌫
（、
特
徴
的
な
の
は
八
十
八
通
の
う
ち
二

十
二
通
が
豊
臣
秀
吉
（
羽
柴
時
代
を
含
む
（・
十
通
が
織
田
信
長
と
全
体
の
約
三
六

㌫
と
も
な
り
中
世
文
書
を
求
め
ず
秀
吉
・
信
長
な
ど
十
六
世
紀
末
期
の
文
書
を
採
っ

た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
特
定
の
社
司
や
氏
人
に
宛
て
た
も
の
な
ど
は
採
っ
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
作
成
者
の
関
心
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
信
長
黒
印
状

と
秀
吉
朱
印
状
が
こ
れ
だ
け
ま
と
め
て
手
鑑
に
利
用
さ
れ
て
い
る
事
例
は
あ
ま
り
聞

か
な
い
が
、
大
高
檀
紙
（
下
部
の
白
紙
部
分
を
半
截
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
を
用

い
た
秀
吉
朱
印
状
を
ま
と
め
た
「
手
鑑
」
は
壮
観
で
あ
っ
た
。

こ
の
大
手
鑑
は
当
初
か
ら
一
帖
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
（
五
月
二
十
七
日
の
江
戸
へ
送
る
證
文
類
の
目
録
に
は
「
手
鏡
　
二

冊
」
と
あ
る
（
Ｂ
（
―
147
（。
と
こ
ろ
が
、
同
年
閏
五
月
八
日
「
江
戸
江
下
ス
證
文

目
録
留
」
に
は
「
一
手
鏡
　
上
下
裏
表
ニ
押
申
候
　
　
壱
冊
」
と
あ
る
（
Ｂ
（
―

121
（。
さ
ら
に
、
閏
五
月
附
の
覚
書
の
な
か
で
手
鑑
の
仕
様
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な

指
示
を
し
て
い
る
（
Ｂ
（
―
148
（。

　
　
　
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
巻
之
箱
ノ
か
き
付
下
シ
申
候

一 
手
鑑
を
取
は
な
し
可
申
歟
、
雖
為
評
儀
、
付
紙
ニ
付
□
巻
候
ハ
ヽ
し
わ
よ
り

證
文
之
威
勢
お
と
り
た
る
様
ニ
て
残
□
候
間
、
下
巻
之
地
へ
上
巻
之
證
文
押

直
シ
、
下
シ
申
候
事

一 

下
巻
之
地
へ
上
巻
之
證
文
押
直
シ
候
ヘ
ハ
、
地
之
疵
あ
ら
ハ
れ
ミ
く
る
し
く

候
ニ
付
、
下
巻
之
地
之
裏
へ
上
巻
之
證
文
押
申
候
、
爰
許
ニ
而
ま
ゝ
上
下
之

大手鑑写真（修復前）
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品
在
之
、
不
及
申
候
へ
共
、
手
鑑
候
ハ
ヽ
あ
つ
か
ひ
の
時
御
心
得
可
被
成
候

事
一 

手
鑑
押
付
下
シ
申
候
事
、
爰
元
所
存
者
如
右
申
候
、
如
何
様
共
御
相
談
ニ
過

申
間
敷
候
、

一 

手
鑑
之
地
ニ
闕
御
座
候
所
ハ
、
其
元
へ
下
シ
申
候
證
文
分
ニ
而
候
、
御
思
案

可
被
成
候
、
以
上

　 

（
寛
文
四
年
（ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
汰
人

　
　
閏
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

山
本
伊
豆
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
益
（
花
押
（

　
　
　
岡
本
下
野
守
殿

　
　
　
西
池
木
工
権
尉
殿

江
戸
へ
訴
訟
の
た
め
出
府
中
の
岡
本
氏
寅
・
西
池
季
通
へ
対
し
沙
汰
人
山
本
兼
益

か
ら
「
手
鑑
」
を
上
下
に
分
け
る
仕
様
に
つ
い
て
の
指
示
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
「
手

鑑
　
壱
帖
」
で
あ
っ
た
も
の
を
搬
送
な
ど
の
便
宜
を
は
か
る
べ
く
上
下
の
二
冊
と
し

た
可
能
性
が
あ
る
。
と
ま
れ
、
伝
来
し
た
「
大
手
鑑
」
は
そ
の
用
途
に
応
じ
装
幀
や

貼
ら
れ
た
文
書
の
入
れ
替
え
な
ど
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
推
察
で
き
る
。

「
大
手
鑑
」
の
な
か
で
点
数
の
多
い
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
に
つ
い
て
み
る
と
慶
長
十

八
年
（
一
六
一
三
（
に
は
ま
だ
成
巻
化
さ
れ
ず
一
通
宛
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ

（
―
97
（。
寛
永
十
四
年
・
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
（
の
訴
訟
の
た
め
證
文
類
を
江

戸
へ
下
し
て
い
る
な
か
に
手
鑑
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
寛
文
四
年
閏
五
月
に
は
、
二

十
七
巻
・
四
十
五
冊
・
一
五
二
通
も
の
古
文
書
や
記
録
を
江
戸
へ
送
っ
て
い
る
。
こ

の
な
か
に
「
手
鑑
」
は
含
ま
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
貼
っ
て
い
た
か
は
不
明

で
あ
る
。
江
戸
へ
送
っ
た
文
書
類
に
嘉
吉
・
文
明
の
こ
ろ
の
も
の
も
含
ま
れ
る
が
殆

ど
が
江
戸
時
代
前
期
こ
ろ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
相
論
の
証
拠
史
料
と
言
う
だ
け
で

は
な
く
後
で
触
れ
る
が
他
の
目
的
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
（
Ｂ
（
―
121
（
（
７
（。

三
　
巻
子
本
の
作
成

巻
子
装
文
書
二
十
五
巻
の
概
要
に
つ
い
て
も
『
目
録
』
解
題
の
な
か
で
大
山
喬
平

氏
が
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
が
、
文
書
調
査
終
了
後
、
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
六
年
度

（
巻
一
～
十
九
（
と
二
〇
一
七
～
二
〇
二
〇
年
（
巻
二
十
～
二
十
五
（
の
足
か
け
十

三
年
を
か
け
全
二
十
五
巻
全
て
の
修
理
が
実
施
さ
れ
、
巻
二
十
よ
り
巻
二
十
五
は
未

成
巻
状
態
で
あ
っ
た
も
の
が
成
巻
化
さ
れ
た
。
全
巻
の
概
要
は
表
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
巻
子
は
い
つ
ご
ろ
成
巻
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
文
明
以
前
の

古
文
書
を
な
く
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
賀
茂
社
に
と
っ
て
、
禁
裡
と
も
近
し
い
関
係

に
あ
る
古
社
を
誇
る
う
え
か
ら
も
大
き
な
瑕
瑾
で
あ
っ
た
。
次
節
で
触
れ
る
慶
安
二

年
八
月
の
曝
書
の
記
録
を
み
て
も
巻
子
本
（
特
に
巻
一
～
七
（
を
所
蔵
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
十
七
世
紀
後
半
に
蒐
集
し
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
証
と
し
て
巻
子
に
貼
ら
れ
た
個
別
文
書
に
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
時
代

か
ら
何
年
経
っ
て
い
る
か
を
推
定
さ
せ
る
「
…
…
…
年
」
と
記
し
た
附
箋
が
貼
ら
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

建
長
七
年
七
月
十
八
日
、
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
（
巻
五
（
に
「
四
百
三
十
年
」

正
和
六
年
正
月
十
七
日
、
蔵
人
平
成
輔
奉
書
（
巻
七
（
に
「
三
百
七
十
年
」

元
弘
三
年
八
月
二
十
日
、
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（
巻
七
（
に
「
三
百
五
十
年
」

嘉
禎
三
年
四
月
十
一
日
、
若
狭
国
留
守
所
下
文
（
大
手
鑑
（
に
「
四
百
三
十
年
」

延
慶
三
年
十
二
月
二
十
九
日
、
伏
見
上
皇
院
宣
（
大
手
鑑
（
に
「
三
百
七
十
余

年
」

と
あ
り
、「
大
手
鑑
」
の
も
の
に
も
確
認
で
き
る
。
文
書
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
今
年

で
「
四
百
三
十
年
」
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
巻
子
本
に
五
枚
と
大
手
鑑
に

七
枚
、
合
計
十
二
枚
に
確
認
で
き
、
正
確
さ
は
欠
く
が
寛
文
六
年
～
元
禄
元
年
（
一

六
六
七
年
よ
り
一
六
八
八
年
頃
（
の
あ
い
だ
に
入
手
の
う
え
修
補
お
よ
び
巻
子
化
さ

れ
た
際
に
貼
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
時
期
、
な
ぜ
集
め
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表　巻子本の概要

巻数 題　　　簽 表　　　紙 形　　状 点数 『目録』番号 『史料纂集』
番号

巻 1 「三津郷郡司解状」 萌黄地葵文綾 竪続紙 1通 A―1、1 1

巻 （ 「社領若狭国矢代浦事庁宣／
丹波国由良庄同私市美作国河
内庄下文」

白地型押し打雲料紙 竪紙 （通 A―（、1～（ （～（

巻 （ 「頼朝ヨリ神主重保　下文」 朱地葵文錦 竪紙 1（ 通 A―（、1～1（ （～19

巻 （ 「頼朝公諸国御下文東鑑記之」 丹地葵文錦 竪続紙 1通 A―（、1 （0

巻 （ 「貴布祢者為賀茂摂社官符院
宣」

萌黄地葵文錦 竪紙、竪続紙 （通 A―（、1～（ （1～（（

巻 （ 「出雲国福田庄」 丹地葵文錦 竪続紙 1通 A―（、1 （7

巻 7 「当本宮神主職綸旨」 白地型押し葵文紋紗 竪紙 （通 A―7、1～（ （8～（（

巻 8 「神馬一匹被引進状」 萌黄地格子文間道 竪紙、折紙 17 通 A―8、1～17 （（～（0

巻 9 「貴布祢社者為賀茂摂社御證
文并往来貴布祢田證文」

萌黄地葵文錦 竪紙、竪続紙、折紙、
切紙

19 通 A―9、1～19 （1～（9

巻10 「諸国御神領證文」 丹地葵文錦 竪紙、折紙、切紙 1（ 通 A―10、1～1（ 70～81

巻11 「諸国御神領證文」 丹地葵文錦 竪紙、折紙、切紙 （9 通 A―11、1～（9 8（～110

巻1（ ナシ 朱地雲龍文色糸入金襴 竪紙、折紙、切紙 10 通 A―1（、1～10 111～1（0

巻1（ ナシ 朱地雲龍文色糸入金襴 竪紙、折紙 1（ 通 A―1（、1～1（ 1（1～1（（

巻1（ 「貴布祢山諸證文并起請文」 萌黄地葵文錦 竪紙、竪続紙、竪切
紙、切紙

18 通 A―1（、1～18 1（（～1（1

巻1（ ナシ 朱地雲龍文色糸入金襴 竪紙 9通 A―1（、1～9 1（（～1（0

巻1（ 「天正十九年六月十一日片岡
社正一位々記口宣案」

白地葵文綾 竪紙 1通 A―1（、1 1（1

巻17 「閏正月十三日寺町三左衛門
尉等状」

白地藍紗綾型文料紙 竪紙、折紙、切紙 （通 A―17、1～（ 1（（～1（（

巻18 「御代々御制札」 丹地葵文錦 竪紙、折紙 （8 通 A―18、1～（8 1（7～19（

巻19 ナシ 丹地小葵文錦 竪紙、竪続紙、折紙 （（ 通 A―19、1～（8 19（～（（（

巻（0 「文明十一年七月十八日家益
状」

竪紙、折紙 18 通 A―（0、1～18 （（7～（（（

巻（1 「社家證文九通」 折紙、切紙 9通 A―（1、1～9 （（（～（7（

巻（（ （直書）「女房之御奉書　仰天
文十二年十二月廿八日一通／
右宝暦七丁丑年六月加修覆」

竪続紙、折紙 （通 A―（（、1～（ （7（～（77

巻（（ （貼紙）「享禄弐年十月廿一日
堯連・長俊状以下十一通」

竪続紙、竪紙、折紙、
切紙

11 通 A―（（、1～11 （78～（88

巻（（ （直書）「御社領賀茂川水證文」 竪紙、折紙 8通 A―（（、1～8 （89～（9（

巻（（ （直書）「御境内賀茂川證文四
通／別ニ二通」

折紙 （通 A―（（、1～（ （97～（0（

注．大山喬平氏執筆の文書解題に加筆のうえ表化したものである。



賀茂別雷神社文書伝来についての一考察（藤田）（ （9 ）

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
賀
茂
の
氏
人
惣
中
が
解
体
し
新
た
な
近
世
の
社
家
集
団
と
し
て
の
氏
人
た

ち
と
七
家
と
な
っ
た
社
司
家
と
が
近
世
の
賀
茂
別
雷
神
社
と
し
て
出
発
し
て
い
く
時

期
に
相
当
し
、
廿
二
社
の
ひ
と
つ
で
あ
る
古
い
由
緒
を
ほ
こ
る
賀
茂
社
を
裏
付
る
た

め
に
社
内
や
社
司
や
氏
人
た
ち
か
ら
古
証
文
を
渉
猟
し
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
足
利
義
満
の
時
代
、
上
賀
茂
社
の
手
許
に
は
、
完
全
な
頼
朝
文
書
の
伝
来
が
な

か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
」
と
大
山
氏
も
言
及
し
て
い
る
が
、
十
七
世
紀
後
期
に

い
た
り
永
ら
く
中
断
し
て
い
た
祭
儀
な
ど
を
復
活
さ
せ
て
行
く
う
え
で
古
い
書
き
物

を
必
要
と
す
る
機
運
が
生
じ
て
き
た
た
め
だ
と
推
定
さ
れ
る（8
（

。

先
に
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
「
賀
茂
神
主
経
久
記
　
六
帖
」
は
、
寛
永
五

年
（
一
六
二
八
（
正
月
二
十
一
日
の
寄
合
で
「
森
家
之
旧
書
、
嘉
元
三
年
之
記
被
出

了
」
と
あ
り
、
森
家
に
伝
来
し
て
い
た
よ
う
だ（9
（

。
寛
文
八
よ
り
十
一
年
（
一
六
六
八

～
七
一
（
の
あ
い
だ
に
京
都
町
奉
行
宮
崎
重
成
と
雨
宮
正
種
へ
差
し
出
さ
れ
た
文
書

の
目
録
に
「
一
頼
朝
之
證
文
ノ
写
　
　
壱
枚
　
　
但
是
ハ
森
家
ニ
有
之
ヲ
写
」
と
見

え
る
（
Ｂ
（
―
158
（。
ま
た
、
近
年
古
書
市
場
に
で
た
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」

は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
い
た
る
綸
旨
案
・
院
宣
案
な
ど
を
多
く
含
む
一
巻

は
、
社
司
家
の
森
家
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
明
八
年
の
一
社
騒
乱
で
焼
亡
す

る
ま
で
賀
茂
に
伝
来
し
た
古
文
書
の
多
く
は
社
司
家
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
早
く
流
出
し
、
現
在
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
架
蔵
す
る
「
上
賀
茂
神
社
文

書
　
一
六
巻
九
八
通
」
と
「
鳥
居
大
路
文
書
　
二
二
〇
通
」
は
、
社
司
家
鳥
居
大
路

家
伝
来
の
古
文
書
群
で
あ
り
承
和
十
一
年
（
八
四
四
（
十
一
月
四
日
の
太
政
官
符
写

か
ら
幕
末
期
ま
で
の
文
書
で
構
成
さ
れ
、
十
五
世
紀
中
期
以
前
の
平
安
・
鎌
倉
・
南

北
朝
・
室
町
中
期
ま
で
含
ま
れ
て
い
る（10
（

。
本
来
、
神
社
に
伝
来
し
た
十
五
世
紀
中
期

ま
で
の
古
文
書
の
多
く
は
社
司
家
が
保
管
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
氏

人
惣
中
が
保
管
し
て
い
た
文
書
と
は
保
管
し
て
い
た
場
所
や
施
設
も
違
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
中
世
文
書
以
外
で
巻
子
化
さ
れ
る
第
一
の
理
由
は
、
相
論
の
証
拠
史
料
と

し
て
江
戸
へ
送
る
た
め
で
あ
っ
た
。

巻
九
を
事
例
に
見
て
み
よ
う
。
題
簽
に
「
貴
布
祢
者
為
賀
茂
摂
社
、
御
證
文
并
往

来
貴
布
祢
田
證
文
」
と
あ
り
、
巻
末
に
「
正
保
三
年
、
此
御
目
安
モ
訴
詔
状
ニ
仕

リ
、
上
候
衆
持
参
申
候
」
と
の
跋
が
あ
り
、
貴
布
祢
社
の
帰
属
を
め
ぐ
る
相
論
の
た

め
関
係
文
書
を
あ
つ
め
成
巻
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
賀
茂
社
内
で
文
書
の

収
集
が
は
じ
ま
っ
た
（
Ｂ
（
―
122
（。

貴
布
祢
證
文
請
取
申
候
覚

押
物
之
内

○

A

一
元
亀
二
年
ノ
御
下
知 

壱
通
　
　
　
　
　

同

○

A

一
丹
羽
五
郎
左
衛
門
殿
状 

壱
通
　
　
　
　
　

同

○

A

一
羽
柴
筑
前
守
ト
ア
ル
状 

壱
通
　
　
　
　
　

同

○

A

一
明
知
日
向
守
殿
制
札 

壱
通
　
　
　
　
　

同

○

A

一
御
朱
印 

壱
通
　
　
　
　
　

○

A

一
板
倉
伊
賀
殿
制
札 

壱
通
　
　
　
　
　

○

A

一
駒
井
中
務
少
輔
殿
状 

壱
通
　
　
　
　
　

○

A

一
廿
二
社
記 

壱
冊
　
　
　
　
　

○
A

一
文
亀
差〻着
譜〻府
　
　
　

〻〻〻

○
一
系
図
　
　
一
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
e
壱
括

○

A

一
有
職
抄
　
　
　
　
○
一
貴
布
祢
田
ノ
證
文
　
二
通

 

e
壱
冊
　
　
　
　
　
此
一
冊
右
ゟ
此
　

 

箱
ニ
無
之
候
　
　

○

A

一
目
安
返
答
　
内
五
通
有
之 

六
通
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○

A

一
貴
布
祢
百
姓
出
状 

拾
四
通
　
　
　
　
　
　
　
　

○
A

一
周
防
守
殿
ヘ
上
ル
誓
紙 

壱
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
A

一
貴
布
祢
書
冊
外 

⃝

壱
冊
　
　
　
　
但
紙
数
九
枚

　
　
　
右
慥
請
取
預
り
申
候
処
如
件

 

雑
掌
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
正
保
二
年
三
月
十
三
日 

左
兵
衛
尉
（
花
押
（ 

　
　

　
　
　
　
　
沙
汰
人

　
　
　
　
　
　
　
主
馬
首
殿 

兵
衛
尉
（
花
押
（ 

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
縫
殿
佑
殿

　
　
　
　
　
　
　
信
濃
守
殿 

甲
斐
守
（
花
押
（ 

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参

（
裏
書
略
（

十
四
件
の
文
書
類
が
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
巻
九
に
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
が
、
な
い
も
の
も
あ
り
、
巻
子
化
す
る
ま
で
古
文
書
の
取
捨
選
択
が
続
け
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
最
初
五
筆
の
右
肩
に
あ
る
押
物
と
は
手
鑑
に
入
っ
て
い
た
も
の
を
指

す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
廿
二
社
記
」
以
下
は
、
関
係
史
料
と
い
う
こ
と

で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
断
片
史
料
だ
が
、
つ
ぎ
の
も
の
は
巻
子
化
へ
絞
ら
れ
た
書

付
で
あ
る
（
Ｂ
（
―
161
（。

 

永
正
十
七
年
四
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
享
禄
二 

　
三
好
筑
前
守

一
駒
井
中
務
少
甫
折
紙
　
一
堯
連
・
長
俊
　
折
紙
　
　
一 

之
長
折
紙

　
益
庵
　
　
　
　
　
　
　

一
篠
原
大
和
守
　
　
　
　
一
丹
羽
五
郎
左
衛
門
尉
ゟ
　
一
赤
塚
山
城
守
ゟ
書
状

　
伊
沢
河
内
守
　
折
紙
　
　
木
下
藤
吉
充
ノ

　
馬
詰
駿
河
守
　
　
　
　
　
書
状

一
光若隠保
ゟ
書
状
　
　
　
　
一
日
向
守
長
逸
折
紙
弐
通
　
一
長
秀
　
書
状

一
伊
賀
守
殿
　
　
折
紙

　
　
　
　
　
　
〆
十
一
通
　
此
黒
文
庫
ニ
入

と
あ
り
、
取
捨
選
択
が
進
ん
だ
状
況
を
示
し
、
十
通
は
現
在
の
巻
九
に
貼
ら
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
元
禄
六
年
九
月
五
日
、
神
主
梅
辻
職
久
等
は
、
社
用
で
参
府
す
る

た
め
「
壱
巻
　
三
十
四
枚
」
の
證
文
を
評
定
衆
中
よ
り
借
用
し
て
お
り
、
そ
の
な
か

に
享
禄
二
年
十
月
二
十
一
日
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
入
っ
て
い
る
（
Ｂ
（
―

132
（。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
（
三
月
、
参
府
の
た
め
持
参
す
る
文
書
目
録
の
な
か

に
右
奉
書
と
篠
原
・
伊
沢
・
馬
詰
連
署
状
も
巻
九
分
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
、
巻
九
に
は
篠
原
・
伊
沢
・
馬
詰
連
署
状
は
外
さ
れ
現
存
し
て
い
な
い
。
恐
ら

く
貴
布
祢
社
に
か
か
わ
る
嘉
吉
元
年
閏
九
月
八
日
付
伊
勢
真
蓮
奉
書
が
見
つ
か
り
差

し
替
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
右
の
元
禄
参
府
の
際
、
借
用
し
た
一
巻
に
は
、
現
在
巻

九
・
十
一
・
二
十
三
お
よ
び
大
手
鑑
に
貼
ら
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

巻
九
（
貴
布
祢
関
係
（
を
例
に
巻
子
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
く
か
を
見
て
き

た
が
、
巻
九
以
外
の
巻
子
本
も
必
要
に
ま
か
せ
貼
り
替
え
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
調
査
着
手
時
点
で
巻
二
十
か
ら
巻
二
十
五

は
巻
子
と
し
て
軸
も
な
く
台
紙
に
貼
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
一
巻
ご
と
丸
め
た
未
巻

子
状
態
で
あ
っ
た
。
巻
二
十
二
か
ら
二
十
五
の
文
書
を
見
て
い
る
と
禁
裡
関
係
で
一

巻
か
二
巻
を
作
成
す
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
巻
子
は
概
ね
相
論
な
ど
の
証
拠
史
料
と
し
て
成
巻
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
右
に
引
用
し
た
安
政
三
年
三
月
に
作
成
さ
れ
た
「
今
度
関
東
ヱ
参

府
ニ
付
持
参
諸
文
目
録
」（
Ｂ
（
―
137
（
か
ら
見
て
み
よ
う
。
最
初
に
巻
五
・
九
・

十
四
の
文
書
四
十
四
通
の
目
録
が
書
き
あ
げ
ら
れ
、
最
後
に
「
右
四
十
二
通
三
巻
ニ

仕
立
所
加
修
覆
也
、
辰
三
月
」
と
あ
り
、
貴
布
祢
社
を
め
ぐ
る
相
論
に
際
し
関
係
文

書
が
集
め
ら
れ
三
巻
に
成
巻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
時
に
三

巻
に
成
巻
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
三
巻
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
改

め
て
修
復
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
に
巻
十
八
の
禁
制
二
十
八
通
の
目
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録
、
次
に
巻
十
一
の
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
、
信
長
・
秀
吉
朱
印
状
の
二
十
八
通
の

目
録
、
さ
ら
に
巻
十
の
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
十
二
通
の
目
録
と
、
合
計
六
巻
分
の

文
書
目
録
が
記
載
さ
れ
、
さ
ら
に
「
外
社
家
中
起
請
文
箱
入
一
、
手
継
写
八
巻
、
秀

吉
門
前
境
内
折
紙
二
通
、
年
中
行
事
一
巻
」
と
あ
り
、
一
度
に
大
量
の
古
文
書
が
江

戸
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
目
録
は
江
戸
へ
送
る
各
巻
子
の
内
容
を
摘
記
し

た
も
の
で
あ
り
、
巻
五
・
九
・
十
四
・
十
八
・
十
一
・
十
の
内
容
は
配
列
の
異
同
は

見
ら
れ
る
が
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

多
く
の
古
文
書
類
を
江
戸
へ
送
る
目
的
と
理
由
は
、
相
論
の
た
め
の
証
拠
史
料
に

と
ど
ま
ら
ず
他
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延
宝
三
年
（
一

六
七
五
（
十
一
月
「
賀
茂
社
家
中
惣
代
神
領
證
文
書
立
」
の
最
後
に
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
し
て
い
る（11
（

。

右
諸
国
御
神
領
之
旧
記
、
公
武
御
代
々
御
教
書
・
御
下
知
等
数
百
通
、
于
今
雖

伝
来
、
其
内
少
々
記
之
、
而
一
々
不
能
注
進
之
間
、
猶
於
可
有
一
覧
者
、
期
後

音
、
仍
而
令
省
略
畢
、
然
者
年
中
七
拾
余
ケ
度
之
神
事
、
当
時
太
以
雖
為
簡
略

之
儀
、
或
無
退
転
如
形
勤
仕
之
、
就
中
五
月
之
競
馬
者
、
為
一
社
之
大
会
、
社

家
過
分
之
経
営
也
、
上
件
之
庄
々
当
時
之
御
領
主
、
聊
令
加
助
給
之
儀
、
偏
所

奉
願
候

と
、
神
主
梅
辻
起
久
以
下
四
名
が
連
署
し
、「
当
時
之
御
領
主
」
の
助
力
を
求
め
て

い
る
。

延
宝
三
年
こ
ろ
よ
り
社
領
の
減
少
は
賀
茂
社
の
重
要
な
神
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る

「
競
馬
」
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
口
実
で
寄
進
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら

に
、
同
七
年
に
は
遷
宮
を
控
え
て
お
り
、
こ
の
た
め
の
経
費
捻
出
も
課
題
と
な
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
賀
茂
社
領
の
証
拠
と
な
る
文
書
を
大
手
鑑
や

巻
子
本
と
し
て
用
意
し
、
そ
れ
ら
を
江
戸
へ
下
し
、
旧
賀
茂
社
領
庄
園
を
領
地
と
す

る
大
名
や
武
家
に
対
し
寄
進
を
募
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
巻
四
の
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
（
四
月
二
十
四
日
の
源
頼
朝
下
文
写
は
、
そ
の

昔
賀
茂
社
の
庄
園
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

巻
十
九
に
ま
と
め
ら
れ
た
初
穂
料
な
ど
の
寄
進
状
は
、
賀
茂
社
か
ら
の
助
力
要
請

を
承
け
応
じ
た
人
々
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
九
の
巻
頭
に
は
、
競
馬
で
は

重
要
な
賀
茂
社
庄
園
で
あ
っ
た
美
作
国
倭
文
庄
を
領
地
に
も
つ
津
山
城
主
森
長
義
か

ら
の
寄
進
状
を
置
い
て
い
る
。
大
手
鑑
や
巻
子
本
は
、
相
論
の
証
拠
史
料
と
し
て
江

戸
へ
送
る
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
世
紀
以
上
中
断
し
て
い
た
祭
祀
な
ど

の
復
興
を
目
指
す
た
め
と
眼
前
に
迫
っ
た
同
七
年
の
遷
宮
を
ひ
か
え
資
金
調
達
の
勧

進
に
利
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四
　
氏
人
た
ち
の
文
書
と
保
存
管
理

十
五
世
紀
後
期
以
降
、
一
四
〇
家
あ
っ
た
氏
人
た
ち
は
惣
中
を
形
成
し
、
賀
茂
社

の
祭
祀
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
が
、
社
職
に
は
余
程
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
限
り
就

く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
氏
人
惣
中
の
意
思
決
定
に
は
、
ま
ず
寄
合
が
も
た
れ
、
衆
議

は
多
数
に
つ
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
民
主
的
な
運
営
法
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
氏
人

間
に
は
十
六
流
の
流
れ
が
あ
り
、
全
く
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
氏

人
惣
中
が
残
し
た
古
文
書
の
な
か
か
ら
白
眉
と
も
言
え
る
も
の
は
、
彼
ら
の
行
動
を

月
ご
と
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
「
算
用
状
」
で
あ
る
。
氏
人
た
ち
の
活
動
を
知
る
会

計
上
の
重
要
な
も
の
だ
が
、
な
か
で
も
「
職
中
算
用
状
」
は
氏
人
惣
中
の
月
例
収
支

決
算
報
告
書
で
氏
人
惣
中
の
活
動
を
知
る
基
礎
的
史
料
で
、
毎
月
の
収
支
合
計
の
あ

と
日
付
の
あ
と
に
作
成
者
で
あ
る
沙
汰
人
三
名
が
連
署
加
判
し
、
雑
掌
・
物
書
と
評

定
衆
が
裏
判
を
据
え
て
い
た
。
算
用
状
に
は
何
種
類
か
の
パ
タ
ー
ン
は
あ
る
が
、
三

千
通
近
く
残
さ
れ
、
置
文
や
起
請
文
な
ど
を
含
め
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
の
三
割
近
く

を
占
め
て
い
る
。
こ
の
二
種
の
文
書
こ
そ
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
の
量
的
に
も
質

的
に
も
中
核
を
な
す
古
文
書
群
で
あ
る
。

大
手
鑑
や
巻
子
本
は
、
基
本
的
に
は
賀
茂
社
へ
宛
て
ら
れ
た
、
謂
わ
ば
収
受
文
書

で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
置
文
や
算
用
状
は
氏
人
た
ち
に
よ
り
作
成
・
蓄
積
し
て
き
た
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文
書
群
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
文
書
群
を
氏
人
惣
中
の
意
思
と
し
て
会
所
や

蔵
に
保
管
し
て
、
少
な
く
と
も
寛
文
四
年
ま
で
持
ち
伝
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
賀
茂
別

雷
神
社
文
書
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

賀
茂
社
の
文
書
が
ど
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、

文
明
八
年
以
前
は
兎
も
角
も
、
そ
れ
以
降
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ど
こ
に
保
管

し
、
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
で
管
理
維
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
京
都
府
教
育
委

員
会
文
化
財
保
護
課
に
よ
る
調
査
の
と
き
に
は
、
土
蔵
に
置
か
れ
番
号
記
載
が
あ
っ

た
二
十
四
箱
と
番
号
記
載
の
な
い
三
箱
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
最
古
の

年
次
記
載
が
あ
っ
た
の
は
第
八
箱
で
寛
永
九
年
九
月
の
銘
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
年

期
記
載
が
あ
っ
た
箱
は
四
箱
の
み
で
他
の
箱
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
と
指

摘
し
て
い
る
。
十
五
世
紀
後
期
よ
り
十
七
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
、
氏
人
惣
中
に
よ
り
作

成
さ
れ
蓄
積
さ
れ
た
文
書
類
は
ど
の
よ
う
な
形
で
、
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
（
八
月
五
日
、「
於
聖
神
寺
社
中
記
録
風
入
勘
定
入
日

記
」
に
は
、「
文
明
勘
定  

四
十
三
通
」
か
ら
寛
永
ま
で
の
恐
ら
く
算
用
状
の
み
の

点
数
書
上
が
あ
り
、
算
用
状
に
つ
い
て
は
文
明
以
降
の
も
の
が
一
括
し
て
保
存
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
Ｂ
（
―
127
（。

作
成
あ
る
い
は
収
受
し
た
文
書
類
の
保
管
は
、
氏
人
惣
中
の
な
か
で
毎
年
改
選
さ

れ
る
六
人
役
者
の
ひ
と
つ
物
書
が
担
当
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
惣
中
に
は
六
人
役

者
と
し
て
沙
汰
人
（
三
人
（・
雑
掌
（
二
人
（・
物
書
（
一
人
（
が
置
か
れ
、
文
書
の

作
成
の
み
な
ら
ず
保
存
管
理
な
ど
を
も
物
書
が
担
当
し
て
い
た
。
職
名
と
し
て
の
物

書
は
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
（
十
二
月
「
土
田
金
津
両
庄
公
用
銭
残
分
算
用
状
」

の
な
か
に
初
め
て
現
れ
る
（
Ｉ
（
―
（（
（。
任
期
は
一
年
で
物
書
給
が
支
給
さ
れ
て

い
た
。
毎
年
蓄
積
さ
れ
て
い
く
文
書
類
は
、
そ
の
年
の
物
書
の
手
元
に
お
か
れ
、
翌

年
正
月
か
二
月
こ
ろ
惣
中
の
蔵
へ
納
め
ら
れ
た
（
Ｂ
（
―
91
（。

　
　
天
正
十
六
年
正
月
廿
七
日
こ
ひ
つ
小
箱
へ
納
注
文

・
一
先
物
書
ヨ
リ
渡
申
内
　
置
文
三
通

・
一
当
置
文
四
通
内
　
一
通
評
定
衆
迄
在
判
一
通

・
一
御
結
鎮
銭
キ
ハ
ノ
法
印
折
紙
一
通
　
外
小
箱
へ

・
一
正
伝
寺
分
当
所
ニ
テ
納
ル
御
結
鎮
銭
日
記
　
ウ
ツ
シ
迄
二
通

・
一
関
白
様
年
頭
御
返
事
御
朱
印
・
同
法
印
・
梅
軒
折
帋

已
上
三
通
　
外
小
箱
へ
入

・
一
天
正
十
三
年
分
影
堂
算
用
状
　
一
通

・
一
小
野
郷
日
記
　
三
通

・
一
鬮
取
お
り
の
定
書
物
　
一
通

・
一
御
神
事
諸
役
者
へ
下
行
　
一
通

　
　
已
上
、
九
色
今
日
入
申

天
正
十
五
年
二
月
か
ら
物
書
に
つ
い
た
者
が
翌
年
正
月
、
離
任
す
る
に
先
立
ち
関

わ
っ
た
文
書
類
を
小
櫃
の
な
か
の
小
箱
へ
納
入
し
た
注
文
で
あ
る
。
一
年
分
と
し
て

少
な
い
印
象
を
受
け
る
が
、
小
箱
へ
納
め
る
ま
で
に
取
捨
選
択
は
な
さ
れ
て
い
た
と

見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
毎
年
作
成
あ
る
い
は
授
受
し
た
文
書
類
は
、
そ
の
年
の
物
書
の

手
元
で
整
理
さ
れ
、
蔵
の
長
持
や
長
櫃
・
小
櫃
な
ど
へ
入
れ
る
た
め
、
一
年
分
を
小

箱
に
入
れ
保
管
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

物
書
の
手
か
ら
小
箱
な
ど
へ
納
め
ら
れ
た
文
書
は
惣
中
の
蔵
へ
移
さ
れ
保
管
さ
れ

る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
年
次
ご
と
、
内
容
別
あ
る
い
は
形
状
別
な
ど
に
し
て
保
管
さ

れ
た
か
明
確
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
少
し
時
代
は
下
が
る
が
、
慶
安
二
年
（
一
六

四
九
（
八
月
、
物
書
役
で
あ
っ
た
山
本
氏
之
は
、
曝
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
録

し
て
い
る（1（
（

。

一
、 
十
四
日
陰
、
影
堂
蔵
ノ
板
敷
并
子（根
太
（ダヲ
替
候
、
故
ニ
評
定
衆
寄
合
有
之
、

此
次
手
ニ
蔵
ニ
有
之
筥
数
目
録
仕
り
、
蔵
ノ
長
押
ニ
張
付
置
候
也
、
留
、

　
　
　
影
堂
蔵
箱
数

一
、
長
持
　
　
壱
つ
　
封
有
之
　
年
々
ノ
算
用
状
入
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一
、
半
長
持
　
壱
つ
　
ジ
ヤ
ウ
有
　
度
々
ノ
置
文
入

一
、
壱
荷
物
ノ
か
た
く
　
壱
つ
　
ジ
ヤ
ウ
有
　
分
帳
之
写
并
判
取
帳
有

一
、
か
ら
と
　
壱
つ
　
ジ
ヤ
ウ
有
　
ふ
る
き
社
用
状
□
重
而
吟
味
可
有
之
物
入

一
、 

小
半
長
持
　
壱
つ
　
ジ
ヤ
ウ
有
　 

諸
国
神
領
之
書
物
并
き
り
し
た
ん
改
の

書
物
貴
布
祢
進
退
ノ
書
物
共

一
、 

箱
　
壱
つ
　
ジ
ヤ
ウ
有
　 

ふ
る
き
野
帳
　
天
正
十
三
年
検
地
帳
并
新
帳
　

印
判

一
、 

箱
　
壱
つ
　
縄
ゆ
ひ
　
　
天
正
年
中
御
造
宮
算
用
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
経
所
御
修
理
帳

一 

、
箱
　
壱
つ
　
同
前
　
　
　
方
々
ヨ
リ
ノ
書
状
共
　
重
而
吟
味
可
有
之
物

一
、 

箱
　
壱
つ
　
同
前
　
　
　 

天
正
十
三
年
検
地
帳
　
同
時
小
指
出
之
類
、 

地
下
寺
庵
、
此
外
昔
ノ
検
地
帳

一
、
筥
　
壱
つ
　
同
前
　
　
　
中
ニ
ふ
る
き
袴
有
之

一
、
筥
　
壱
つ
　
同
前
　
　
　
臨
時
祭
ノ
古
帳

一
、
小
筥
　
壱
つ
　
同
前
　
　
三
手
ノ
若
衆
中
ノ
筥
歟

一
、
絵
筥
　
壱
つ
　
封
な
し
　
中
ニ
ハ
末
広
并
扇
有
之

一
、
筥
大
小
三
　
封
な
し
　
　
中
ニ
何
も
な
し

　
　
　
　
此
外
反
古
弐
く
ゝ
り
有
之

　
　
　
　
以
上

　
　
　
丑
ノ
八
月
十
四
日
ニ
改

氏
人
た
ち
に
よ
る
恒
例
の
虫
払
い
は
、
七
か
八
月
の
好
天
の
と
き
実
施
さ
れ
る
。

八
月
十
四
日
の
虫
払
い
に
あ
た
り
前
日
、
評
定
衆
に
よ
る
寄
合
が
も
た
れ
、
蔵
の
修

繕
が
な
さ
れ
、
つ
い
で
に
影
堂
蔵
に
置
か
れ
て
い
た
「
筥
数
」
目
録
を
作
成
し
、
蔵

の
長
押
に
張
り
つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
目
録
が
右
に
掲
げ
た
も
の
で
あ

る
。
全
十
四
点
の
長
持
類
と
箱
（
錠
つ
き
の
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
っ
た
（
に
大
別

で
き
、
空
箱
も
あ
り
、
箱
な
ど
に
収
納
さ
れ
て
い
な
い
反
古
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま

た
、
文
書
以
外
の
箱
も
あ
っ
た
が
十
四
点
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
長
持
に

は
算
用
状
、
半
長
持
に
は
置
文
と
、
氏
人
た
ち
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
文
書
が
収
納

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
現
在
、
唐
櫃
に
納
め
ら
れ
て
い
る
宝
徳
の
検
地
帳

（
六
冊
（
は
九
筆
目
の
箱
「
昔
ノ
検
地
帳
」
に
相
当
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
検
地
帳

に
つ
い
て
は
二
箱
あ
っ
た
よ
う
だ
。
十
五
世
紀
後
期
以
来
、
氏
人
た
ち
の
手
に
よ
り

作
成
蓄
積
し
て
き
た
文
書
は
、
影
堂
蔵
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ

れ
で
全
て
な
の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
連
綿
と
作
成
さ
れ
て
き
た

文
書
の
大
半
が
大
ま
か
な
内
容
と
形
に
よ
り
大
別
さ
れ
一
カ
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
て
、
右
の
影
堂
と
は
寛
文
四
年
こ
ろ
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
具
体
的

な
構
造
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
金
子
拓
氏
に
よ
れ
ば
最
長
寿
寺
の
御
影
堂

で
は
な
か
っ
た
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
氏
人
た
ち
の
寄
合
の

場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ（1（
（

。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
（
九
月
、
こ
こ
に
蔵

を
建
て
る
こ
と
が
話
し
あ
わ
れ
、
同
十
一
年
正
月
に
普
請
が
始
め
ら
れ
た
。
完
成
し

運
用
さ
れ
始
め
た
と
き
の
こ
と
は
不
明
だ
が
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
（
五
月
十
六

日
に
曝
書
の
記
録
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

影
堂
ノ
倉
ノ
書
物
共
風
ハ
メ
、
三
手
ヨ
リ
奉
行
、
東
手
ハ
近（岡
本
（江守
保
三
・
中
手

ハ
隼（西
池
（人佑
氏
求
・
西
手
保（岡
本
（甫、
六
人
ノ
役
者
也
、
昼
菓
子
出
テ
御
酒
有
、
晩
ニ

夕
食
有

三
手
と
は
氏
人
集
団
を
居
住
地
域
に
よ
り
東
手
・
中
手
・
西
手
と
分
け
た
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
一
人
と
氏
人
惣
中
の
評
定
衆
六
人
の
九
人
が
出
て
曝
書
が
実
施

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
慶
安
二
年
に
は
、
蔵
の
修
繕
と
箱
の
点
検
が
な
さ
れ
、
八
月
十

六
日
に
は
再
び
箱
を
取
り
出
し
樟
脳
を
入
れ
て
い
る
。
氏
人
惣
中
と
し
て
蔵
の
管
理

責
任
を
担
当
す
る
役
職
は
な
く
、
惣
中
の
寄
合
と
し
て
実
施
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

氏
人
惣
中
に
よ
る
曝
書
は
、
影
堂
が
間
狭
な
た
め
で
あ
っ
た
か
、
慶
安
三
年
こ
ろ

よ
り
近
く
に
あ
っ
た
聖
神
寺
へ
場
所
を
う
つ
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
氏
人
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惣
中
の
解
体
す
る
寛
文
三
年
こ
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
十
二
月
に
は

「
社
中
文
庫
」
が
建
て
ら
れ
、
賀
茂
社
と
し
て
社
中
で
収
受
さ
れ
る
文
書
の
保
管
と

運
用
が
図
ら
れ
た
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

嘗
て
児
玉
幸
多
が
指
摘
し
た
賀
茂
社
の
集
会
制
度
と
し
て
の
諸
寄
合
の
な
か
で
氏

人
代
表
二
十
一
人
（
六
人
役
者
と
評
定
衆
（
と
社
司
二
十
一
人
が
寄
り
合
う
立
会
参

会
に
よ
り
社
務
全
体
が
統
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
賀
茂
社
と
し
て
保
管
し
て
き
た

文
書
と
氏
人
た
ち
が
蓄
積
し
て
き
た
文
書
は
賀
茂
社
の
文
書
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（1（
（

。
そ
れ
は
、
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
延
宝
年
間
に
は
、

祭
祀
な
ど
復
興
の
た
め
の
証
拠
作
り
と
し
て
社
内
の
、
特
に
社
司
森
家
か
ら
古
い
証

文
類
の
提
供
を
う
け
た
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
よ
う
。
た
だ
、
日
常
作
成
さ
れ
た
り

収
受
さ
れ
る
文
書
類
を
ど
の
よ
う
に
保
管
管
理
し
運
用
し
て
行
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
全
体
の
伝
来
過
程
を
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
、
大
手
鑑
と

巻
子
本
の
作
成
時
期
と
目
的
に
つ
い
て
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
賀
茂
社

に
は
江
戸
時
代
前
期
ま
で
は
中
世
文
書
は
伝
来
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
論
し

た
。
古
文
書
伝
来
の
要
因
は
、
神
事
復
興
と
間
近
に
せ
ま
っ
た
遷
宮
を
実
施
す
る
た

め
の
経
費
捻
出
策
と
し
て
も
と
の
賀
茂
社
領
庄
園
を
領
有
す
る
現
在
の
大
名
た
ち
に

援
助
を
求
め
る
た
め
の
算
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
賀
茂
社
の

由
緒
と
矜
恃
を
闡
明
す
る
た
め
の
賀
茂
の
氏
人
た
ち
の
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
（、
賀
茂
社
は
内
部
組
織
の
変
革
を
は
か
る
必
要
性
に
迫

ら
れ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
文
書
の
作
成
・
保
管
・
管
理
に
つ
い
て
も
転
換
を
迫
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
氏
人
惣
中
の
解
体
に
と
も
な
い
置
文
作
成
が
激
減
す
る
こ

と
。
算
用
状
作
成
の
激
減
化
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
承
け
寛
文
三
年
に
は
社
中
の
文
庫

が
建
て
ら
れ
、
収
め
ら
れ
た
文
書
の
保
存
の
た
め
毎
年
の
曝
書
と
そ
れ
に
と
も
な
う

「
虫
払
誓
状
」
差
し
出
し
の
制
度
化
が
図
ら
れ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
延
宝
四
年

（
一
六
七
六
（
六
月
二
十
二
日
の
曝
書
に
際
し
て
「
依
例
祠
官
被
除
之
」
と
、
氏
人

惣
中
の
文
書
の
曝
書
に
は
祠
官
（
社
司
（
家
を
排
除
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
Ⅲ
1

―
1（
（。
氏
人
惣
中
が
蓄
積
し
て
き
た
文
書
と
祠
官
家
の
も
の
と
は
違
う
、
と
い
う

潜
在
意
識
を
吐
露
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
「
賀
茂
別
雷
神
社
文

書
」
が
成
立
す
る
の
は
明
治
維
新
を
経
、
維
新
政
府
に
よ
り
社
司
・
氏
人
た
ち
が
解

職
さ
れ
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。

注（
1
（
拙
稿
「
社
司
と
氏
人
の
世
界
―
解
題
に
代
え
て
―
」『
賀
茂
別
雷
神
社
史
料
　

1
』
二
〇
一
九
年
。

（
（
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
的
な
こ
と
で
『
尊
卑
分
脈
』
を
み
て
も
確

認
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

（
（
（
上
島
有
「
古
文
書
の
伝
来
と
保
存
」『
書
の
日
本
史
』
九
、
平
凡
社
、
一
九
七
六

年
。

（
（
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
・
奈
良
教
育
委
員
会
編
『
春
日
大
社
／
常
住
神
殿
守
　
大
宮

家
文
書
目
録
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
。
な
お
、
神
社
文
書
伝
来
に
つ
い
て
の
専
論

は
、
松
井
輝
昭
『
厳
島
文
書
伝
来
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
（
が
あ

る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

（
（
（
取
り
残
さ
れ
た
寄
進
状
五
通
は
、『
史
料
纂
集
』
で
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
（
修
理
を
担
当
し
た
（
株
（
桂
文
化
財
修
理
工
房
に
よ
る
『
文
化
財
修
理
報
告
書
』

は
、
修
理
に
先
立
つ
全
景
写
真
や
一
点
ご
と
の
写
真
な
ど
も
掲
載
せ
ず
『
文
化
財
修

理
報
告
書
』
と
し
て
は
甚
だ
杜
撰
で
あ
る
。
元
の
状
態
を
知
る
手
立
て
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
。

（
7
（
寺
社
奉
行
所
で
の
訴
訟
に
際
し
多
く
の
証
拠
史
料
を
江
戸
へ
下
す
こ
と
を
差
配
し

た
の
は
、
将
軍
家
光
の
鍼
医
で
、
氏
人
家
出
身
の
山
本
友
仙
で
あ
る
（『
新
訂
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
二
十
一
（。
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（
8
（
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
目
録
』
七
一
七
頁
、
二
〇
〇
六
年
。

（
9
（
「
寛
永
四
年
正
月
氏
之
日
記
抜
」
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵
「
山
本
家
文
書
」。

（
10
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
架
蔵
「
上
賀
茂
神
社
文
書
」
と
「
鳥
居
大
路
文
書
」
は
、
そ

の
正
文
の
多
く
が
巻
子
本
や
大
手
鑑
に
見
ら
れ
、
後
者
が
賀
茂
社
へ
譲
渡
し
写
を
残

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
11
（
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵
影
写
本
「
鳥
居
大
路
文
書
」
四
。

（
1（
（
拙
稿
「
史
料
紹
介
　
慶
安
二
年
　
物
書
日
記
（
一
（」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研

究
成
果
報
告
二
〇
二
二
―
七
『
続
　
賀
茂
別
雷
神
社
の
所
領
と
氏
人
』
所
収
、
二
〇

二
二
年
（。

（
1（
（
金
子
拓
「
賀
茂
別
雷
神
社
と
最
長
寿
寺
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
三
七
五
号
、
二
〇

二
一
年
。

（
1（
（
児
玉
幸
多
「
賀
茂
別
雷
神
社
の
集
会
制
度
」『
社
会
経
済
史
学
』
八
巻
三
号
、
一

九
三
八
年
。

［
追
記
］『
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
　
第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
（
に
つ
き

触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
本
書
は
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
の
う
ち
巻

子
本
と
大
手
鑑
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
状
に
つ
い
て
の
説
明
は
一
切
な
い
。
各

巻
の
区
切
り
は
傍
線
で
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
第
何
巻
で
あ
る
の
か
説
明
は
な
い
。
本

書
所
収
の
「
三
三
　
賀
茂
社
家
惣
代
神
領
證
文
書
立
」
お
よ
び
巻
十
九
所
収
「
二
三
一
～

二
四
六
　
寄
進
状
」
は
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
に
見
当
た
ら
な
い
。「
三
〇
三
　
豊
臣
秀

吉
朱
印
状
」
を
大
手
鑑
の
巻
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
実
は
巻
末
に
貼
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
、「
三
三
三
・
三
三
四
　
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
と
羽
柴
秀
吉
書
状
」
の
二
通
は
大
手
鑑
の
こ

の
場
所
で
は
な
く
「
三
六
二
・
三
六
一
」
と
し
て
貼
ら
れ
た
も
の
で
同
文
重
複
し
て
い

る
。「
三
八
八
　
元
全
副
状
」
は
二
通
あ
る
が
一
通
し
か
採
っ
て
い
な
い
。
本
書
最
後
の

「
三
九
一
・
三
九
二
」
の
二
通
の
官
宣
旨
案
は
、
巻
子
本
や
大
手
鑑
に
は
な
く
「
賀
茂
別
雷

神
社
文
書
」
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
事
情
は
推
し
量
り
か
ね
る
が
利
用
に
注
意
を
要
す
る

史
料
集
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
特
定
共

同
研
究
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
・
社
家
文
書
の
調
査
・
研
究
（
二
〇
二
二
～
二
四
年
度
（」

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
末
筆
な
が
ら
史
料
利
用
に
つ
い
て
賀
茂
別
雷
神
社
の
ご

高
配
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。


